
患者さんが、病院から在宅へ戻る際に、切れ目のない在宅サービスの
提供を受けられるよう病院とケアマネジャー間のルールを定めました 
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顔の見える
関係づくり 

医療と介護の切れ目のない連携のために 
～ 太田地域退院調整ルールを運用しています ～ 

検索 

太田地域在宅医療・介護連携推進協議会 
事務局 太田市役所 長寿あんしん課      ＴＥＬ：０２７６－４７－１８５６ 
      太田市在宅医療介護連携センター   ＴＥＬ：０２７６－６１－３２２８  

市内の医療介護関係者の皆さんのご協力を得て 
ルールを作成しました 

ルールや情報提供様式は、 
太田市 長寿あんしん課のホームページ 
に掲載しております 

太田地域 退院調整ルール 


